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石炭火力のアンモニア混焼に関する問題

1. はじめに

　気候危機の深刻化とエネルギー政策の転換が求められる中、日本政府は「燃料アンモニア」の導入を脱炭素戦

略（GX戦略）の柱の一つとして位置づけ、石炭火力発電への混焼を中心とした政策を推進してきた。2023 年、

気候ネットワークは「燃料アンモニアに関するポジションペーパー『ゼロエミッション火力への挑戦』が石炭火

力を延命し気候変動を加速する」を発表し、以下のような点を指摘した。

	ㅡ アンモニアの製造過程における温室効果ガス排出が極めて大きく、特に化石燃料由来の「ブルーアンモニア」で

は実質的な排出削減効果が見込めないこと

	ㅡ 石炭火力発電へのアンモニア混焼は、発電効率の低下やNO2排出の増加など技術的課題を抱え、脱炭素とは逆行

する可能性があること

	ㅡ アンモニア燃料の導入に多額の公的資金が投じられることで、再生可能エネルギーや電化、蓄電池といった本質

的な脱炭素技術への投資が阻害されること

	ㅡ 国際的な排出削減の定義や整合性を欠いた政策が、グリーンウォッシングと見なされるリスクがあること

　しかしその後、政府は燃料アンモニア政策を拡大・制度化し、財政的・制度的支援を強化している。既存の石

炭火力や原子力発電を供給力として位置づけて支援する「容量市場」に加え、2023 年度から開始した「長期脱

炭素電源オークション」で石炭火力発電所へのアンモニア混焼設備の付設・改修を支援対象とし、実質的な石炭

火力の延命策となっている。また、2025 年には第 7次エネルギー基本計画が策定され、これまでの方針を維持

する方針を改めて強調し、脱炭素の位置づけで燃料アンモニア転換の推進を位置づけた。

　本レポートは、こうした政策を踏まえ、石炭火力へのアンモニア混焼政策の現状と課題を再検証し、科学的根

拠と国際的整合性に基づいた政策転換の必要性を明らかにするものである。

2. アンモニア燃料政策の現状と拡大の実態

① 政府による石炭火力へのアンモニア混焼拡大の政策的背景

　政府は 2021 年、「燃料アンモニア導入官民協議会」の中間取りまとめ 1 において、アンモニア燃料を「燃料と

しても CO2 を排出しないゼロエミッション燃料」とし、その導入目標として、2030 年に年間 300 万トン、2050

年に年間 3000 万トンの国内需要を掲げた。これは、2030 年時点で石炭火力発電所 6基（各 100 万 kW）に

20％混焼を実施する規模（120 万 kW分）に相当し、2050 年には専焼を含む本格的なアンモニア火力の展開を

想定している。そして、NEDOのグリーンイノベーション基金では、燃料アンモニアサプライチェーン構築に最

大 712.7 億円の予算が計上されており、2030 年までにアンモニアの供給コストを 10 円台後半 /Nm³ に引き下げ

ることが目標とされている。2050 年には世界全体で 1億トン規模のサプライチェーン構築を日本企業が主導す

ることも目標に掲げられており、国内外での供給体制整備が政策の柱となっている。

　2022 年には「エネルギー供給構造高度化法（高度化法）」や「省エネ法」の改正により、アンモニアは水素な

どとともに非化石エネルギーとして位置づけられ、高度化法ではエネルギーの供給側に対し、省エネ法では需要

側に対して、需給両面で転換が促される形となった。高度化法では、2030 年度に「原則 44％以上」を非化石電

源比率とする目標が定められており、電力分野では、発電事業者ではなく「小売電気事業者等（特定エネルギー

供給事業者）」に対し、非化石電源の比率目標を設定し、その達成のための計画の提出を義務付けている。なお、

この非化石電源比率の「44％」という目標は、第５次エネルギー基本計画で位置付けられた 2030 年の電源構成

で石炭 26％、LNG27％、石油 3%（火力発電全体での目標値は 56%程度）を差し引いたもので、その後第６次

エネルギー基本計画では、2030年の電源構成が石炭 19％、LNG20％、石油 2％となったが、この 44%目標は変わっ
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ていない。 

②長期脱炭素電源オークションによるアンモニア混焼の支援

　既存石炭火力へのアンモニア混焼を後押しする事実上の補助金制度となっているのが、長期脱炭素電源オーク

ションである。長期脱炭素電源オークションは、脱炭素電源の新設・改修に対して 20 年間の収入保証を行う制

度であり、2024 年度から本格運用が開始された。この制度では、石炭火力発電所へのアンモニア混焼設備の付設・

改修が「脱炭素電源」として対象とされている。

　石炭火力 1基あたりの混焼設備改修には約 250 億円、専焼化には 1500 億円が必要とされ、2030 年時点での

国内混焼導入（6基相当）には約 1500 億円の設備投資が見込まれている。長期脱炭素電源オークションは、事

業者の投資予見可能性を高め、事業者の新規電源開発の投資判断を後押しするためにつくられた。アンモニア混

焼などの設備を備え付ける火力発電所の改修が対象となり、落札すれば稼働から 20 年間安定的に容量収入が保

障される。その費用の原資は電力小売事業者に求められ、最終的には電力消費者の電気代から徴収されていく仕

組みである。

　また、長期脱炭素電源オークションにおいて火力案件には「2050 年までの脱炭素化ロードマップ」の提出が

義務付けられている。すでに本件で落札している事業者は各発電所の「脱炭素化ロードマップ」を提出している

が、ロードマップの達成のために前提条件として、制度適用を通じた投資回収の確保、混焼・専焼化技術の開発

と実証試験の成功、金融機関からの資金調達、燃料サプライチェーンの整備、さらには炭素価格や経済性の見通

しがたつことなど、数多くの条件を上げている 2。

　これらの条件は事業者の努力だけでは満たし得ない外部要因に大きく左右される。例えば、アンモニア製造事

業や排出される CO2 の回収・貯留（CCS）の開発および普及が遅れれば混焼開始時期は後ろ倒しとなり、ブルー

／グリーンアンモニアの利用も市場環境次第で「総合的判断」とされる。結果として、ロードマップ自体は「義務」

とされながらも、制度や市場環境が整えば進むという条件を付けて事業者自身の責任が回避されており、実際に

は政府の制度整備や市場形成が進まなければ達成できない。ロードマップは中身のない宣言でしかなく、2050

年カーボンニュートラルは絵に描いた餅である。

　過去２回行われた長期脱炭素電源オークションの結果は、図表１のように、全４か所６基で総発電容量が合計

460 万 kW、アンモニア混焼による落札容量は約 86.5 万 kWだった。

図表 1　長期脱炭素電源オークションで落札された石炭火力（2023 年度・2024 年度）
応札事業者名 落札案件名 落札容量

（kW)

総発電容量 応札年度 混焼開始

（20％）

混焼開始

（50％）

使用アンモニア

JERA 碧南 4 187,334 100 万 kW 2023 年度 2027 年度 2030年代半ば ブルー→ 2040 年代

にはブルー＆グリー

ン

JERA 碧南 5 187,315 100 万 kW 2023 年度 2027 年度 2030年代前半

ｺﾍﾞﾙｺﾊﾟﾜｰ神戸 神戸 1 131,433 70 万 kW 2023 年度 2029 年度 当初は主にブルー、

徐々にグリーンｺﾍﾞﾙｺﾊﾟﾜｰ神戸 神戸 2 132,000 70 万 kW 2023 年度 2029 年度

北海道電力 苫東厚真 4 132,200 70 万 kW 2023 年度 2030 年度 2030年代後半 ブルー＆グリーン
四国電力 西条 1 94,600 50 万 kW 2024 年度 2030 年度 2030年代後半 ブルー→ブルーまた

はグリーン
合計 94,600 460 万 kW

気候ネットワーク作成

　過去 2回の落札実績は、火力の改修で当初 100 万 kWを上限とする想定に対して、第 1回では 3件・計 82.5

万 kW、第 2回では 1件・9.5 万 kWにとどまった。この低調な応札を受けて、第 3回以降の制度では上限価格
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の引き上げや条件緩和など、以下のように火力発電の改修には特権的な条件の見直しが行われている。

【可変費（燃料費や運転コスト）の追加】

　これまで算定価格は建設コストなどの固定費に限定されていたが、水素・アンモニア専焼・混焼や CCS など

火力の改修に関しては、燃料費や運転コストなどの可変費の算入を可能とした。

【上限価格の大幅引き上げ】

　資材価格の高騰、金利上昇、円安などにより、発電設備の建設費が大幅に増加したことで、従来の上限価格（平

均 10 万円 /kW/ 年）では、事業者が採算を取れず応札を控える傾向が見られたことから、第 3回から全体的に

平均 20 万円に引き上げられた。それに加え、水素・アンモニア専焼／混焼、CCS 付き火力には LNGや石炭のよ

うにより安価な燃料代との価格差分を埋めるための可変費が加味され、上限価格平均が 40 万円となった。これ

は蓄電池（76,205 円～ 80,657 円）の約 4～ 5倍である。

【落札価格の自動補正】

　水素・アンモニア専焼／混焼および CCS 付き火力の可変費は、応札時には応札価格を算定し、制度適用期間

における各年度では為替等で期首に自動補正（上げ下げ両方）を行うことができることとした。落札価格が事業

開始後に大幅に上がる可能性もある。

このように、事業者のアンモニア混焼事業の投資判断を強く後押しする制度となった。

③水素等価格差補填制度によるアンモニア混焼の支援
　

　2024 年に成立した水素社会推進法は、水素やアンモニアの製造・供給コストが化石燃料に比べて依然として

高く、企業が自主的に切り替えるだけでは採算が合わず普及が進まないという現実を前提にしている。そのため、

国（JOGMEC）が水素・アンモニア等に対して既存燃料との「価格差」を補填する制度を設け、初期コストのハー

ドルを下げることで導入拡大を促す仕組みが導入された。

　この「水素等価格差補填制度」は、事業者にとってのリスクを公的資金で肩代わりする構造に近く、GXの公

的資金のうち 3兆円が充てられることが前提とされた。燃料アンモニアについては、長期脱炭素電源オークショ

ンと重複しない範囲で発電用途の混焼導入コストも補助対象とされているが、制度設計は複雑で、補助の適用範

囲も限定的である。結果として、これまで認定された事業者はわずか 2件で、火力発電関連の案件は含まれて

いない。

3. 技術的・環境的課題の再検証

①アンモニア混焼の技術的課題と排出削減効果の限界

　アンモニアは天然資源ではなく、主に天然ガスや石炭などの化石燃料を原料に生成される「製品」である。製

造過程では大量の CO₂ が排出され、図表２に示されるように原料が石炭か天然ガスかによっても排出係数は大

きく異なる。

　水素社会推進法では、「低炭素水素等」として定義する基準で、アンモニアに関しては「0.87kg-CO₂/kg-NH₃」

と定めている。現時点では、CCS が導入された製造施設はごく一部で、導入されていたとしても CCS の回収率

は６～ 7割程度とされる。基準を満たすには、天然ガスを原料としても、CCS の回収率を９割以上にする必要
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があり、ハードルが高い。

図表 2　2021 年における各種アンモニア製造プロセスの排出原単位

出典）Towards hydrogen definitions based on their emissions Intensity, IEA, 2021 (P44)

② 混焼による石炭火力の排出削減効果はごく僅か

　石炭火力にアンモニアを 20％混焼した場合、発電所からの CO2 排出量は 2割削減するとされている。しかし、

ライフサイクル全体で見た場合の排出削減効果について、改めて気候ネットワークで試算したところ、図表 3の

とおり、基準を満たした低炭素アンモニアを 20％混焼してもわずか 12％の削減にしかならず、グレーアンモニ

アの場合は石炭専焼よりも CO2 排出量が増加する可能性があることが明らかになった。また、50％混焼の場合、

低炭素アンモニアでは 29％削減、グレーアンモニアの場合では 20％混焼よりも増加することとなる。

図表 3　炭素集約度を考慮した年間 CO2 排出量の変化　（左：20％混焼　右：50％混焼）

注）モデル石炭火力発電所として出力 100 万 kW、稼働率 70％のケースを想定。炭素集約度 2.9kg-CO₂/kg-NH₃（グレーアンモニア）、

0.87kg-CO₂/kg-NH₃（低炭素アンモニア）で比較。左から２番目の値は、混焼した場合の石炭火力からの直接排出量で、政府は

20％混焼の場合は単純に 20％削減できると説明している。

気候ネットワーク作成
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③ アンモニア専焼への移行可能性とその現実性
　

　政府および事業者は、将来的にアンモニアの「専焼」への移行を目指す方針を掲げているが、現時点において

専焼技術は確立されておらず、混焼技術の延長線上にあるとは言い難い。長期脱炭素電源オークションで採択さ

れた JERA の碧南火力 4・5号機や神戸製鋼の神戸火力発電所においても、導入計画は当面ブルーアンモニアに

よる 20 ～ 50％の混焼にとどまっており、専焼化の具体的な見通しは立っていない。

　専焼技術の実現可能性に関しては、自動車メーカーのマツダが本社工場内の石炭火力発電設備をアンモニア専

焼のガスタービン発電設備に置き換える計画を進め、環境影響評価手続きに着手していたが、2025 年 9 月に計

画の全面的な見直しを公表し、専焼構想を事実上撤回した。背景には、燃料アンモニアの安定的な調達や採算性

に対する懸念があるとみられ、こうした事例は混焼から専焼への移行が技術的・経済的に極めて困難であること

を示している。

4. アンモニアの事故・漏洩リスク

①アンモニアの性質と危険性

　アンモニアは高い毒性と危険性を有し、皮膚や目に入った場合に重篤な損傷性があり、吸入した際には呼吸器

系へ深刻な健康被害をもたらす。漏洩した場合の環境汚染や生物への悪影響も指摘されている。また、引火性が

あり熱を加えると爆発する危険もある。

②米国での重大事故

　アンモニア漏洩事故は国内外で発生している。最近の事例としては、2025 年 11 月 5日に発生した米ミシシッ

ピ州ヤズーシティの CF インダストリーズの事故が挙げられる 3。化学プラントの爆発で、上空には大きな黄褐色

の煙が立ち上り、アンモニア漏れで周辺道路が閉鎖された。死傷者はなかったものの近隣の住民は避難を余儀

なくされた。同工場はアンモニア 4万 8千トンの貯蔵が可能だが、事故時の正確な量は明らかになっていない。

同社は現在は農業用アンモニアの製造を主力としつつ、発電用への展開を掲げている。日本企業である JERA お

よび三井物産は、CF インダストリーズの米国ルイジアナ州での低炭素アンモニア製造拠点を開発するプロジェ

クト「Blue Point」に投資すると表明している 4。

　さらに、同年11月12日には米オクラホマ州にて、肥料用アンモニア11,340キロを積載していたタンクローリー

からアンモニアが漏れ出し、駐車していたホテルの周囲に噴出した事故も発生した 5。これによりアンモニアに曝

露した 34 名が入院し、うち数名は集中治療室に運ばれ、出動した警察官 5名も喉に化学的な火傷を負ったほか、

近隣住民 500 ～ 600 人が避難したと報じられた。

③日本企業の連携先での事故と地元での反対

　日本企業が提携する予定の海外のアンモニア製造企業で漏洩事故が頻発している例もある。伊藤忠商事や東

洋エンジニアリングが提携するインドネシアのアチェ州グリーンアンモニアプロジェクト（GAIA）にてアンモ

ニアを製造するとされている事業者 6 は、2010 年から 2025 年にかけて 9件ものアンモニア漏洩事故を起こし、

2000 人に嘔吐、呼吸困難、失神、呼吸器障害などの健康上の悪影響を与えた。大規模事故が起きた 2010 年 4月、
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2015 年 3 月、2023 年 1月には、子ども、女性、乳児、高齢者を含む数十人の住民が集中治療室での治療を受けた。

　インドネシア環境フォーラム（WALHI ／ FoE インドネシア）は、現在に至るまで企業側が適切な説明責任を

果たしていないと指摘するとともに、このプロジェクトは「グリーン」を標榜するものの、水の電気分解には石

炭比率の非常に高いインドネシアの電力網から供給される電力を使用しており、化石燃料由来であることを指摘

し、同事業の中止を求めている 7。 

④日本国内のアンモニア関連事故

　国内でもアンモニア漏洩に関連する事故は以下の図表４の通り毎年数十件発生しており、2006 年、2009 年に

は冷媒用途のアンモニア漏洩によって死亡事故も発生した 8 9。

　東日本大震災の大津波によってアンモニア製造事業所が被災し、貯槽内の残液が全量流出したという事故も起

きている。高圧ガス保安協会のデータベースによれば、業種を電気に限っても、毎年数件漏洩事故が発生している。

　2025 年 12 月 4日には、碧南火力でアンモニア混焼の実証実験を行っていた JERA が、東扇島火力（神奈川県

川崎市）でアンモニア漏洩事故を起こした。JERA は発電所構内の液化アンモニアタンクの受入配管の弁から漏

洩したと報告している 10。

　　

　　図表４：アンモニアの漏出につながった事故件数（国内）

　　※アンモニア単体。混合ガス等は含まない

高圧ガス保安協会のデータベースより気候ネットワーク作成

⑤安全対策や事故リスク、環境影響の検証なき導入
　

　アンモニアは古くから肥料用として流通し、取り扱いには国際的な知見が蓄積されているとはいえ、現在でも

漏洩事故の発生が絶えない（②③は一例に過ぎない）のは事実である。

　そして今後発電部門で燃料として使用される場合には、国際的な取扱量が激増し、国内外で取扱いに慣れてい

ない者の参入が増えることが予想される。火力発電所では現在も脱硝用にアンモニアが使用されているが、発電

所内だけではなく、製造場所や国内外の輸送の過程、自治体の対応なども含めた徹底的な安全対策が不可欠であ

る。
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　こうした状況下で、アンモニア混焼の商用化に拙速に踏み出すことは極めて危険であり、慎重な判断と十分な

検証が求められる。本来は、石炭火力にアンモニア混焼設備を敷設する際には環境影響評価を実施するべきだが、

こうした手続きの必要性すら議論されることなく、推進しているのは非常に問題である。

5. 提言：本質的な脱炭素政策への転換に向けて

　2025 年 11 月 17 日、韓国政府は「脱石炭連盟（PPCA）」への参加を正式に表明し、2040 年までに国内の石炭

火力発電を全廃する方針を打ち出した。同時に、アンモニア混焼を含む補助金政策の全面的な見直しにも踏み切

ると発表した。これまで、石炭火力へのアンモニア混焼を「脱炭素技術」として制度的に推進してきたのは、事

実上、日本と韓国の二国のみであった。その一角である韓国が方針を転換したことで、日本は国際社会の中で孤

立を深める結果となっている。

　気候危機の回避に向けて、パリ協定が掲げる 1.5℃目標の達成には、もはや一刻の猶予も許されない。特に先

進国には、2030 年までの石炭火力全廃が求められており、延命策を講じる余地はない。にもかかわらず、日本

では依然としてアンモニア混焼が「脱炭素」の名のもとに推進されている。

　しかし、本稿で示したように、アンモニアはその製造過程で大量のCO₂を排出する。とりわけ化石燃料由来の「グ

レーアンモニア」は、ライフサイクル全体で評価すると混焼によって石炭専焼より排出量が増加する可能性すら

ある。仮に、政府が定める「低炭素アンモニア」の基準を満たした場合であっても、20％混焼による排出削減

効果はわずか 12％程度にとどまり、実効性に乏しい。

　さらに、長期脱炭素電源オークションや水素等価格差補填制度といった支援策は、想定を大きく上回る財政負

担を伴っている。長期脱炭素電源オークションにおいてアンモニア混焼／専焼には、他の電源の 2倍という高

額な上限価格が設定され、入札を促す構造となっているが、肝心の排出削減効果が伴わないまま、巨額の公的資

金が投入されている現状は看過できない。

　このような高コスト・低効果の「脱炭素対策」に固執するのではなく、今こそ日本は、石炭火力からの脱却に

明確に舵を切るべきである。真に持続可能な脱炭素政策とは、既存の石炭火力を段階的かつ計画的に廃止し、再

生可能エネルギー、電化、蓄電といった実効性ある技術への移行を加速することである。国際的な信頼を回復し、

気候危機に対する責任を果たすためにも、政策の根本的な転換が急務である。
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